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指
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業
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業
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業
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又
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又
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止
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・
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･
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��･

	･

�	
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バ
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ハ
ビ
リ

テ
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シ
ョ
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協
会

八
戸
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大
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原
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太
郎
山
一

〇
の
四
四
四

居
宅
療

養
管
理
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導

シ
ル
バ
ー

病
院

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
八
太
郎

山
一
〇
の
四
四

四

〃

〃

平
成
二
十
一
年

十
二
月
四
日

(

金
曜
日)

第
三
千
百
七
十
号



( )

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
芋
ヶ
崎
六
五
の
一
○
八

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
六
ケ

所
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
七
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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指
導

シ
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バ
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病
院
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( )

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川

新
井
田
川
水
系
松
館
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

三
戸
郡
階
上
町
大
字
金
山
沢
字
外
金
山
沢
八
の
一
九
か
ら
八
戸
市
大
字
松
館
字
牛
ケ
沢
五
五
の

三
地
先
ま
で

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

雑
種
地

二
四
、
九
四
三
・
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
九
年

二
月
十
七
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
青
森
市
役
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

青
森
市
本
町
三
丁
目
一
〇
四
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
点
の
う
ち
⑲
の
地
点
か
ら
⑱
の
地
点
を
結
ん
だ
線
、
⑱
の
地
点
か
ら
⑭
の
地
点
ま
で

を
順
次
に
結
ぶ
平
成
七
年
の
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
〇
・
七
二
メ
ー
ト
ル)

に

お
け
る
公
有
水
面
と
北
防
波
堤
と
の
境
界
線
、
⑭
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん

だ
線
及
び
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
七
年
の
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｃ
・

Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
〇
・
七
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
�
の
地
点
と
⑲
の
地
点
を
結
ぶ

中
央
ふ
頭

(

マ
イ
ナ
ス
五
・
五
メ
ー
ト
ル
岸
壁)

と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

⑲
の
地
点

青
森
港
北
防
波
堤
東
灯
台(

世
界
測
地
系：

北
緯
四
〇
度
五
〇
分
〇
五
秒
六
二
七
、

東
経
一
四
〇
度
四
四
分
四
八
秒
七
八
二)

か
ら
一
八
八
度
〇
〇
分
一
一
秒
五
六
八
・

〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら
〇
度
三
〇
分
〇
〇
秒
五
五
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
八
四
度
三
一
分
五
七
秒
七
九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
三
四
分
一
三
秒
五
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
一
三
四
度
五
〇
分
二
四
秒
一
一
六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
四
一
分
四
六
秒
二
五
〇
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら
二
五
六
度
四
二
分
一
八
秒
五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
二
六
度
三
二
分
二
九
秒
五
四
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
六
〇
度
四
二
分
四
四
秒
七
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
〇
一
度
二
六
分
五
五
秒
一
二
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
四
二
分
四
四
秒
六
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

七
九
、
二
六
五
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
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( )

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

八
戸
市
大
字
湊
町
字
大
沢
三
五
の
一

四

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
下
盲
久
保
二
五
の
一
三
一

三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
三
八
地
方
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
下
盲
久
保
二
五
の
一
三
一

三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
三
八
地
方
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所

会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
七
日

午
前
十
時

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

２

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
午
後
三
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で
八
戸
市
大
字
湊
町
字

大
沢
三
五
の
一
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

桜
田
建
設

二

氏
名

櫻
田

富
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
幸
畑
四
丁
目
二
の
一
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
六
二
〇
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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番
号

所

在

地

地
目

地

積

１

八
戸
市
大
字
湊
町
字
大
沢
三
五
の
一

宅
地

一
、
三
二
二
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル



( )

一

商
号
又
は
名
称

清
水
工
務
店

二

氏
名

清
水

要
助

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
二
見
町
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
三
四
五
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
九
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

西
北
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

西
北
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

本

正

雄

公

安

委

員

会

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中

｢
第
十
二
条
の
三｣

を

｢

第
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
三｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中｢

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)｣

を

｢

法｣

に
改
め
、

｢
(

以
下

｢

医
師
の
指
定｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
条
の
表
中

｢

第
五
条

第
一
項
第
二
号｣

を

｢

第
五
条
第
一
項
第
三
号｣

に
、

｢

第
五
条
の
二
第
三
号｣

を

｢

第
八
条
第
三
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位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
一

六
の
一
六

二
四
・
八
五
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成��

･

��･

��

位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
一

六
の
二
二

一
二
・
四
三
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成��･

��･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

号｣

に
、

｢

第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号｣

を

｢

第
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号｣

に

改
め
、

｢
(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

｣

を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第

一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四

条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定
は
、
介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
の
診
断
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
医
師
の
う
ち
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

青
森
県
事
業
団
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

一

理
事
長
か
ら
の
個
別
外
部
監
査
の
要
求
に
係
る
事
項

次
の
三
特
定
事
業
会
計
に
お
け
る
資
金
不
足
発
生
の
原
因
及
び
資
金
不
足
解
消
の
た
め
の
改
善

策１

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
金
矢
工
業
用
地
造
成
事
業
会
計

２

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
桔
梗
野
工
業
用
地
造
成
事
業
会
計

３

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
百
石
住
宅
用
地
造
成
事
業
会
計

二

個
別
外
部
監
査
契
約
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日
ま
で

三

個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

倉
成

磨

八
戸
市
大
字
本
徒
士
町
三
の
三

四

個
別
外
部
監
査
契
約
を
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用

１

額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
の
額
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
。

２

支
払
方
法

概
算
払
を
し
な
い
。
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